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○鴻巣市開発事業指導要綱に係る給水取扱要領 

平成14年３月６日市長決裁 

改正 

平成15年３月20日 

平成17年９月22日 

平成21年３月27日 

鴻巣市開発事業指導要綱に係る給水取扱要領 

鴻巣市開発事業指導要綱に係るガス・水道管布設工事取扱要領（昭和62年５月15日市長決裁）の

全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要領は、鴻巣市水道事業の給水区域内において、鴻巣市開発事業指導要綱（平成17年

９月22日市長決裁）に定める開発事業に係る給水に伴う当該地域の配水管等の布設整備（以下「管

網整備」という。）によって給水の適正を図るため、必要な事項を定めるものとする。 

（事前協議） 

第２条 開発事業を行おうとする者（以下「申請者」という。）は、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、事前に管理者と給水について協議しなければならない。 

(１) 鴻巣市開発事業指導要綱に定める開発事業を行う場合 

(２) 前号に掲げるほか、管理者が協議をする必要があると認めた場合 

２ 前項の規定により事前協議をしようとする者は、給水協議申請書（様式第１号）を管理者に提

出しなければならない。 

（管網整備の原則） 

第３条 管網整備は、申請地の周辺地域における水圧及び水量等に影響を及ぼさないものでなけれ

ばならない。 

２ 管網整備に伴う配水管等の新設又は改造の工事（消火栓設置を含む。以下「配水管等布設工事」

という。）を必要とする場合において、当該配水管は、配水系統上必要な路線であり、かつ、将

来当該地域における給水に支障がないものでなければならない。 

（給水の承認） 

第４条 管理者は、第２条第２項により提出された、給水協議申請書の内容が適当と認められる場

合については、給水承認通知書（様式第２号）を申請者に交付するものとする。 

２ 申請者は、給水承認の内容に異議のないときは、同意書（様式第３号）及び設計図書を管理者
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に提出しなければならない。 

（設計審査） 

第５条 設計図書の審査は、水道課において行うものとする。 

２ 申請者は、審査後の設計図書の内容に変更を要する場合は、再度提出するものとする。 

（工事の施工） 

第６条 配水管等布設工事は、管理者が定める指定給水装置工事事業者の中から申請者が選定し、

施工するものとする。 

（使用材料の検査） 

第７条 配水管等布設工事に使用する材料は、管理者が指定するものとし、工事施工前に承諾書・

材料検査請求書（様式第３号の２）を提出し、検査を受けるものとする。 

（給水の中止） 

第８条 申請者は、配水管等布設工事を中止しようとする場合は、給水中止届（様式第４号）を管

理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、申請者が工事の施工に当たり、承認の内容に従わない場合は、工事の改善又は一時

中止をさせることができる。 

（申請内容の変更） 

第９条 申請者は、第４条第２項に規定する同意書を提出した後、申請内容を変更しようとすると

きは、給水協議申請書（様式第１号）を再度提出しなければならない。 

（申請者の氏名等の変更） 

第10条 申請者は、住所及び氏名（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者）

の変更をしたときは、給水協議申請書氏名変更届（様式第５号）に変更の事実を証する書類を添

えて、速やかに管理者に提出しなければならない。 

（工事検査等） 

第11条 申請者は、配水管等布設工事に着手するときは、管理者に、工事着手届（様式第６号）を

提出しなければならない。 

２ 申請者は、配水管等布設工事が竣工したときは、管理者に、工事完了届（完了検査願）（様式

第７号）を提出し完了検査を受けなければならない。 

３ 申請者は、完了検査を受ける前に出来高設計図書及び竣工図等必要な書類を提出しなければな

らない。 
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（施設の帰属） 

第12条 配水管等布設工事により設置された施設は、管理者の工事検査後、必要と認められる施設

については、水道施設帰属引継書（様式第８号）を提出し鴻巣市に帰属するものとする。 

（施設の管理） 

第13条 前条に規定する帰属された施設の引継日は、工事完了検査済証（様式第９号）発行の翌日

とする。 

２ 引継された施設の補修は、引継日から１年間は申請者の責任において行うものとする。 

３ 配水管等布設工事施工過程において、その周辺の農作物、その他施設等に損害が生じた場合は、

申請者は、その補償等必要な処置をする責任を負うものとする。 

（その他） 

第14条 この要領に定めるもののほか、給水に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成14年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領は、施行日以降に申請があったものから適用し、施行日前に申請のあったものは、従

前の例による。 

（吹上町及び川里町の編入に伴う経過措置） 

３ 吹上町及び川里町の編入の日前に、吹上町水道事業給水条例（平成９年吹上町条例第28号）又

は川里町の開発行為等に伴う配水管布設工事の施工及び費用負担の取扱要綱（平成３年川里村企

業告示第１号）の規定により開発事業に伴う給水に関してなされた処分、手続その他の行為は、

それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成15年３月20日） 

この要領は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年９月22日） 

この要領は、平成17年10月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月27日） 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 
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様式第３号の２（第７条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 
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様式第５号（第10条関係） 
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様式第６号（第11条関係） 
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様式第７号（第11条関係） 
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様式第８号（第12条関係） 
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様式第９号（第13条関係） 

 


